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改
正
リ
ー
ス
会
計
基
準
の
設
例
案
、

検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
１
月
26
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
４
７
２
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

リ
ー
ス
会
計
基
準
の
改
正

改
正
リ
ー
ス
適
用
指
針
に
含
め
る

予
定
の
設
例
の
う
ち
、
現
行
の
リ
ー

ス
適
用
指
針
に
お
け
る
設
例
の
改
正

案
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
（
案
の
概

要
は
図
表
参
照
）。

委
員
か
ら
は
、「
借
手
に
関
し
て

は
、
設
例
１
と
２
で
取
扱
い
は
変
わ

ら
な
い
の
で
、
分
け
ず
に
ま
と
め
て

も
よ
い
の
で
は
」
と
の
意
見
が
聞
か

れ
、
事
務
局
か
ら
「
検
討
す
る
」
と

の
回
答
が
あ
っ
た
。

金
融
商
品
の
減
損

予
想
信
用
損
失
モ
デ
ル
に
基
づ
く

金
融
資
産
の
減
損
の
開
発
に
関
し
、

第
１
７
４
回
金
融
商
品
専
門
委
員

会
（
２
０
２
２
年
２
月
１
日
号
（
№

１
６
３
４
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
続
い
て
、
ス
テ
ッ
プ
１
の
Ｅ

（図表）　設例改正案の概要	 	
現行の設例 改正案の設例 主な改正箇所

設例１
所有権移転外ファイ
ナンス・リース取引

設例１
借手のリース及び貸手の
所有権移転外ファイナン
ス・リースの会計処理

次の改正案を設例に反映させた。
借手
・ファイナンス／オペレーティング・リースの区
分の廃止
・所有権移転／移転外の区分の廃止
・リース負債の算定方法の変更
・中途解約の場合の会計処理の削除
貸手
・第１法から第３法の廃止（設例１から設例３は、
旧第３法である、製品又は商品を販売すること
を主たる事業としていない貸手の設例とした）

設例２
所有権移転ファイナ
ンス・リース取引

設例２
借手のリース及び貸手
の所有権移転ファイナン
ス・リースの会計処理

設例３
残価保証のある場合

設例３
残価保証のある場合

設例８
貸手の製作価額又
は現金購入価額と借
手に対する現金販売
価額に差がある場合
（貸手の会計処理）

設例４
製品又は商品を販売する
ことを主たる事業として
いる貸手の会計処理

貸手
・第１法から第３法の廃止（設例４は、製品又は
商品を販売することを主たる事業としている貸
手の設例とした）

設例４
維持管理費用相当額
を控除する場合

設例５
リースを構成する部分と
リースを構成しない部分
への対価の配分

次の改正案を基にリースを構成する部分とリース
を構成しない部分への配分方法の設例とした。
借手
・リースを構成する部分としない部分への配分は
独立価格の比率に基づき配分する。
・保険料・固定資産税等は、「借手に財又はサー
ビスを移転しない活動及びコスト」としてリース
を構成する部分と構成しない部分に配分する方
法のみとする。
・契約全体をリースを構成する部分として会計処
理する場合の便法の追加（設例を追加している）
貸手
・リースを構成する部分としない部分への配分は
独立販売価格の比率に基づき配分する。
・保険料・固定資産税等は、①「借手に財又はサー
ビスを移転しない活動及びコスト」としてリース
を構成する部分と構成しない部分に配分する方
法と②維持管理費用相当額として契約における
対価から控除する方法の選択とする（２つの方
法を設例として示している）。

設例５
リース資産総額に重
要性が乏しいと認め
られなくなった場合
の取扱い

設例６
使用権資産総額に重要
性が乏しいと認められな
くなった場合の取扱い

借手のリース負債の算定方法の変更の反映

設例６
転リース取引

設例７
サブリース取引

・サブリース取引については、パス・スルー型の
サブリース取引、現行の転リース取引等、会計
処理について検討の継続を予定しているため、
設例も今後の提示を予定している。

設例７
セール・アンド・リー
スバック取引

設例８
セール・アンド・リース
バック取引

第108回リース会計専門委員会では、「セール・ア
ンド・リースバック取引」について審議を行ってお
り、事務局提案をベースとした設例の修正案を示
したが、会計処理について検討の継続を予定し
ており、設例も今後の提示を予定している。

設例９
適用初年度開始前
の所有権移転外ファ
イナンス・リース取
引の取扱い

（削除） 削除する。

Ｃ
Ｌ
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
基
準
）
と
Ｃ
Ｅ
Ｃ

Ｌ
（
米
国
会
計
基
準
）
の
ど
ち
ら
の

モ
デ
ル
を
開
発
の
基
礎
と
す
る
か
の

選
択
お
よ
び
そ
の
前
段
階
の
整
理

（
ス
テ
ッ
プ
０
）
に
お
け
る
検
討
項

目
と
進
め
方
に
つ
い
て
、
次
の
事
務

局
案
が
示
さ
れ
た
。

・
ス
テ
ッ
プ
０
（
ス
テ
ッ
プ
１
の
前

段
階
）

【
項
目
１
】
金
融
資
産
の
減
損
に
関
連

す
る
会
計
基
準
の
比
較

【
項
目
２
】
Ｅ
Ｃ
Ｌ
モ
デ
ル
と
Ｃ
Ｅ
Ｃ

Ｌ
モ
デ
ル
の
基
本
的
な
考
え
方
お

よ
び
そ
れ
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
情

報
の
確
認

【
項
目
３
】
わ
が
国
に
お
け
る
信
用
リ

ス
ク
管
理
お
よ
び
引
当
実
務
と
の

整
合
性
の
検
討

【
項
目
４
】
そ
の
他
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号

お
よ
び
ト
ピ
ッ
ク
326
の
予
想
信
用

損
失
に
関
連
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス（
コ

ア
で
な
い
部
分
）
の
確
認

【
項
目
５
】
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
任
意
適
用
企
業

に
と
っ
て
の
利
便
性

【
項
目
６
】
関
係
者
へ
の
ア
ウ
ト
リ
ー

チ
お
よ
び
聞
か
れ
た
意
見
の
分
析

・
ス
テ
ッ
プ
１

【
項
目
７
】
ス
テ
ッ
プ
１
（
Ｅ
Ｃ
Ｌ
と

Ｃ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
ど
ち
ら
の
モ
デ
ル
を

開
発
の
基
礎
と
す
る
か
の
選
択
）

に
関
す
る
事
務
局
に
よ
る
分
析
お

よ
び
提
案

委
員
か
ら
は
「
ス
テ
ッ
プ
１
の
段

階
で
結
論
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
ス

テ
ッ
プ
２
以
降
の
影
響
も
考
慮
し
て

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
」
と

の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

ま
た
、
今
後
の
議
論
の
ス
ピ
ー
ド

感
に
つ
い
て
聞
か
れ
、
事
務
局
か
ら

は
、「
３
月
ま
で
に
は
ス
テ
ッ
プ
１

の
暫
定
的
な
方
向
性
を
示
し
た
い
」

と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
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機
械
部
品
の
製
造
業
Ｘ
社
が
、
メ
ー

カ
ー
Ｙ
社
に
部
品
を
納
入
し
た
後
、
Ｙ

社
か
ら
「
経
営
難
で
支
払
期
日
に
代
金

が
支
払
え
な
い
。
リ
ス
ケ
し
て
ほ
し
い
」

と
い
う
連
絡
が
き
た
と
し
ま
す
。
Ｘ
社

は
、
Ｙ
社
と
話
し
合
っ
て
、
分
割
払
い

の
合
意
書
を
交
わ
し
ま
し
た
。
そ
れ
で

も
Ｙ
社
か
ら
分
割
金
が
支
払
わ
れ
な
い

場
合
、
Ｘ
社
と
し
て
は
、
ど
う
す
れ
ば

よ
い
で
し
ょ
う
か
。

売
買
や
請
負
な
ど
の
契
約
を
締
結

す
れ
ば
、
代
金
請
求
権
な
ど
、
法
律

上
の
権
利
が
発
生
し
ま
す
。
い
く
ら

法
律
上
の
権
利
が
発
生
す
る
と
い
っ
て

も
、
相
手
が
契
約
ど
お
り
に
代
金
を

支
払
わ
な
い
場
合
、
支
払
を
実
現
さ

せ
る
手
段
が
な
け
れ
ば
、
契
約
を
締

結
し
た
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
点
、
契
約
の
不
履
行
が
あ
っ

た
場
合
、
裁
判
の
制
度
を
利
用
し
て
、

相
手
の
資
産
か
ら
強
制
的
に
支
払
を

実
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
具
体

的
に
は
、ま
ず
【
第
１
段
階
】
と
し
て
、

代
金
の
支
払
を
求
め
る
民
事
裁
判
を

起
こ
し
ま
す
。
裁
判
で
は
、
契
約
書

を
証
拠
と
し
て
提
出
し
て
、
勝
訴
判

決
を
も
ら
う
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

無
事
に
勝
訴
判
決
が
出
て
も
、
そ

れ
だ
け
で
は
、
相
手
が
任
意
に
代
金

を
支
払
っ
て
こ
な
い
限
り
、
ま
だ
支
払

は
実
現
し
ま
せ
ん
。【
第
２
段
階
】
と

し
て
、
勝
訴
判
決
が
出
た
後
、
裁
判

所
に
強
制
執
行
の
申
立
て
、
す
な
わ

ち
、「
相
手
名
義
の
〇
〇
銀
行
・
〇
〇

支
店
の
預
金
口
座
を
差
し
押
え
て
く
だ

さ
い
」
と
い
っ
た
申
立
て
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
（
強
制
執
行
を
求
め
る
相

手
名
義
の
資
産
は
、
権
利
者
＝
裁
判

の
勝
訴
者
の
ほ
う
で
特
定
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
）。
裁
判
所
か
ら
〇
〇
銀
行

に
差
押
え
の
通
知
が
届
い
た
段
階
で
預

金
残
高
が
あ
れ
ば
、
残
高
の
限
度
で
、

代
金
の
支
払
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
契
約
し
た
代
金
の
支

払
を
強
制
的
に
実
現
さ
せ
る
に
は
、【
第

１
段
階
】
民
事
裁
判
の
提
起
、【
第
２

段
階
】
勝
訴
判
決
後
の
強
制
執
行
が

必
要
に
な
る
の
で
す
。

こ
の
【
第
１
段
階
】
を
ス
キ
ッ
プ
で

き
る
文
書
が「
公
正
証
書
」で
す
。「
公

正
証
書
」
は
、「
公
証
人
」
に
依
頼
し

て
作
成
し
て
も
ら
う
文
書
で
す
。「
公

証
人
」
は
、
公
証
人
法
に
基
づ
く
文

書
作
成
・
認
証
等
の
法
律
サ
ー
ビ
ス
を

担
う
方
で
、
裁
判
官
や
検
察
官
な
ど

を
長
く
務
め
た
者
の
な
か
か
ら
任
命
さ

れ
ま
す
。

裁
判
を
起
こ
す
と
時
間
が
か
か
り
ま

す
し
、
弁
護
士
費
用
な
ど
の
コ
ス
ト
も

発
生
し
ま
す
。
冒
頭
の
事
例
で
す
と
、

Ｙ
社
は
経
営
が
厳
し
い
よ
う
で
す
か

ら
、
裁
判
を
し
て
い
る
間
に
倒
産
す
る

懸
念
も
あ
り
ま
す
。

も
し
、
Ｘ
社
と
Ｙ
社
の
分
割
払
い
の

合
意
書
が
「
公
正
証
書
」
で
作
成
さ

れ
て
い
れ
ば
、
Ｘ
社
は
、【
第
１
段
階
】

の
裁
判
を
飛
ば
し
て
、
い
き
な
り
【
第

２
段
階
】
の
強
制
執
行
の
申
立
て
が
で

き
た
の
で
す
。

「
公
正
証
書
」
を
作
成
す
る
に
は
、

当
事
者
双
方
（
Ｘ
社
と
Ｙ
社
の
各
代
表

者
ま
た
は
各
代
理
人
）が
、一
緒
に「
公

証
役
場
」
と
い
う
役
所
に
赴
く
必
要
が

あ
り
ま
す
（
公
証
役
場
は
、
全
国
に
約

３
０
０
箇
所
あ
り
ま
す
）。
当
事
者
の

い
ず
れ
か
が
事
前
に
公
証
役
場
に
電
話

や
メ
ー
ル
で
連
絡
し
て
、
あ
ら
か
じ
め

合
意
書
の
文
案
を
送
っ
て
お
き
、
公
証

役
場
に
赴
い
た
当
日
、
公
証
人
が
双

方
の
面
前
で
合
意
内
容
を
確
認
し
て
、

双
方
が
署
名
・
捺
印
す
る
、
と
い
う
の

が
一
般
的
な
流
れ
で
す
。

公
正
証
書
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
【
第

２
段
階
】
の
強
制
執
行
が
で
き
る
の

は
、「
金
額
が
決
ま
っ
て
い
る
支
払
の

約
束
」
で
す
。
公
正
証
書
に
は
、「
約

束
ど
お
り
支
払
わ
な
け
れ
ば
、
強
制

執
行
さ
れ
て
も
異
議
は
な
い
」
と
い
う

趣
旨
の
文
言
（
強
制
執
行
受
諾
文
言
）

が
記
載
さ
れ
ま
す
。

「
公
正
証
書
」
は
、
代
金
や
貸
金
な

ど
、
取
引
に
基
づ
く
支
払
だ
け
で
な

く
、
離
婚
の
際
の
養
育
費
の
支
払
を

定
め
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

公
正
証
書
と
は
？

白
川　

敬
裕

経
理
に〝
効
く
〟

法
律
雑
学

税
金
費
用
の
計
上
区
分
、検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、税
効
果
会
計
専
門
委

会
　
　
計

去
る
１
月
25
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
77
回
税
効
果
会
計
専
門

委
員
会
を
開
催
し
た
。

２
０
１
８
年
の
日
本
公
認
会
計
士

協
会
の
実
務
指
針
の
移
管
に
伴
い
、

あ
ら
た
め
て
対
応
す
べ
き
か
ど
う
か

検
討
す
る
と
し
て
い
た
論
点
の
う

ち
、
税
金
費
用
の
計
上
区
分
（
そ
の

他
の
包
括
利
益
に
対
す
る
課
税
）
に

つ
い
て
事
務
局
案
が
示
さ
れ
、
審
議

さ
れ
た
。

今
後
の
方
向
性

⑴　
原
則
的
な
取
扱
い

連
結
納
税
制
度
（
２
０
２
２
年
４

月
１
日
以
後
開
始
事
業
年
度
か
ら
は

グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
）
の
開
始
ま
た

は
加
入
時
の
税
務
上
の
時
価
評
価
な

ど
の
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
当
初
に

想
定
し
て
い
た
取
引
に
つ
い
て
、
引

き
続
き
取
扱
い
を
明
ら
か
に
す
る

ニ
ー
ズ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た

め
、
当
期
税
金
費
用
の
計
上
区
分
と

し
て
、次
の
取
扱
い
を
原
則
と
す
る
。

当
期
税
金
費
用
は
、
そ
の
発
生
源

泉
と
な
る
取
引
等
に
応
じ
て
、
損
益

（
税
引
前
当
期
純
利
益
か
ら
控
除
）、

そ
の
他
の
包
括
利
益
お
よ
び
株
主
資

本
の
各
区
分
に
計
上
す
る
。

⑵　
退
職
給
付
に
関
す
る
取
扱
い

一
方
、前
記
の
原
則
に
従
う
場
合
、

退
職
給
付
に
お
け
る
掛
金
等
の
支
出

に
関
す
る
当
期
税
金
費
用
の
計
上
区

分
に
つ
い
て
、
そ
の
他
の
包
括
利
益

に
対
し
て
課
税
さ
れ
て
い
る
部
分
を

算
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
ま

た
、
当
期
税
金
費
用
を
損
益
計
上
す

る
会
計
処
理
の
変
更
は
多
大
な
コ
ス

ト
が
生
じ
る
た
め
、
現
状
の
会
計
処

理
の
継
続
を
認
め
る
。

⑶　
例
外
規
定

⑵
以
外
に
原
則
の
適
用
が
困
難
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
状
況
は
限
定
的

だ
が
、今
後
、税
法
の
改
正
等
に
よ
っ

て
同
様
の
論
点
が
生
じ
る
可
能
性
も

あ
る
。
そ
の
た
め
、
⑴
の
取
扱
い
を

定
め
る
に
あ
た
り
、
現
時
点
で
は
退

職
給
付
に
係
る
掛
金
等
の
支
出
を
想

定
し
て
い
る
旨
を
明
示
し
、
次
の
例

外
規
定
を
設
け
る
。

そ
の
発
生
源
泉
と
な
る
取
引
等

が
、
損
益
、
そ
の
他
の
包
括
利
益
お

よ
び
株
主
資
本
の
各
区
分
の
う
ち
複

数
の
区
分
に
計
上
さ
れ
て
お
り
、
か

つ
、
そ
の
他
の
包
括
利
益
お
よ
び
株

主
資
本
に
対
応
す
る
当
期
税
金
費
用

を
算
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
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Ｓ
Ｔ
等
の
認
識
時
期
の
例
外
規
定
を

整
理
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、実
務
対
応
専
門
委

会
　
　
計

合
に
は
、
当
該
取
引
等
に
係
る
当
期

税
金
費
用
を
損
益
と
し
て
計
上
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　

＊　

専
門
委
員
か
ら
は
事
務
局
提
案
へ

の
賛
同
を
示
す
声
は
あ
っ
た
も
の
の
、

「
原
則
と
例
外
規
定
の
適
用
は
単
体

と
連
結
で
異
な
る
と
考
え
ら
れ
、
理

解
し
づ
ら
い
。
そ
も
そ
も
単
体
に
お

い
て
例
外
規
定
に
当
て
は
ま
る
よ
う

な
処
理
が
存
在
す
る
の
か
疑
問
」
と

の
指
摘
が
あ
っ
た
。
事
務
局
は
「
単

体
に
お
け
る
処
理
に
つ
い
て
は
あ
ら

た
め
て
整
理
し
、
原
則
と
例
外
規
定

の
置
き
方
も
検
討
す
る
」
と
し
た
。

既
存
の
会
計
基
準
等
の
定
め
と
の

関
係原

則
的
な
取
扱
い
に
は
資
本
取
引

に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
部
分
も
含
ま

れ
る
。
他
方
、
資
本
取
引
に
対
し
て

課
税
さ
れ
る
当
期
税
金
費
用
は
、
既

存
の
会
計
基
準
等
に
お
い
て
取
扱
い

を
定
め
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の

う
ち
、
関
連
す
る
繰
延
税
金
資
産
ま

た
は
繰
延
税
金
負
債
を
計
上
し
て
い

た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次

の
例
外
規
定
を
定
め
、
あ
わ
せ
て
税

効
果
適
用
指
針
30
項
も
改
正
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

発
生
源
泉
と
な
る
取
引
等
が
そ
の

他
の
包
括
利
益
ま
た
は
株
主
資
本
と

し
て
計
上
さ
れ
て
お
り
、
当
該
取
引

等
に
関
し
て
一
時
差
異
が
生
じ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
繰
延
税
金
資
産
ま
た

は
繰
延
税
金
負
債
を
計
上
し
て
い
た

場
合
、
当
該
繰
延
税
金
資
産
ま
た
は

繰
延
税
金
負
債
を
、
損
益
を
相
手
勘

定
と
し
て
取
り
崩
す
と
と
も
に
、
対

応
す
る
当
期
税
金
費
用
に
つ
い
て
も

あ
わ
せ
て
損
益
と
し
て
計
上
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

ま
た
、
そ
の
他
の
包
括
利
益
ま
た

は
資
本
に
計
上
す
る
当
期
税
金
費
用

の
測
定
に
関
し
て
、
次
の
定
め
が
提

案
さ
れ
た
。

そ
の
他
の
包
括
利
益
お
よ
び
株
主

資
本
の
各
区
分
に
計
上
す
る
当
期
税

去
る
２
月
１
日
、
企
業
会
計
基
準
委

員
会
は
第
１
４
４
回
実
務
対
応
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。
今
回
の
主
な
検
討

内
容
は
次
の
と
お
り
。
な
お
、
こ
れ
に

先
立
ち
、
１
月
26
日
開
催
の
第
４
７
２

回
親
委
員
会
で
審
議
さ
れ
て
い
る
。

Ｓ
Ｔ
関
係

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権

利
（
以
下
、「
Ｓ
Ｔ
」
と
い
う
）
等
の

発
生
お
よ
び
消
滅
の
認
識
の
時
期
に

え
方
を
示
す
案
を
提
示
し
た
。

事
務
局
提
案
に
対
し
、
専
門
委
員

か
ら
は
、
お
お
む
ね
異
論
は
聞
か
れ

な
か
っ
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
関
係

前
回（
２
０
２
２
年
２
月
10
日
号（
№

１
６
３
５
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）

に
引
き
続
き
、「
資
金
決
済
法
上
の
暗

号
資
産
又
は
金
融
商
品
取
引
法
上
の

電
子
記
録
移
転
権
利
に
該
当
す
る
Ｉ

Ｃ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
の
発
行
及
び
保
有
に

係
る
会
計
処
理
に
関
す
る
論
点
の
整

理
」
の
文
案
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
の
発
行
取
引
の

具
体
的
な
会
計
処
理
は
、
次
の
い
ず

れ
の
考
え
方
を
採
用
す
る
か
に
基
づ

い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
と
し
、
ま
た
、
場
合
に
よ
っ

て
は
、
こ
れ
ら
の
考
え
方
を
使
い
分

け
る
考
え
を
示
し
た
。

①　
等
価
交
換
が
常
に
成
立
し
て
い

る
こ
と
を
前
提
に
、
当
初
認
識
時

に
利
益
を
計
上
す
る
ケ
ー
ス
は
生

じ
な
い
と
す
る
考
え
方

②　
等
価
交
換
が
常
に
成
立
し
て
い

る
こ
と
を
前
提
に
せ
ず
、
当
初
認

識
時
に
利
益
を
計
上
す
る
ケ
ー
ス

は
生
じ
得
る
と
す
る
考
え
方

⑴　
親
委
員
会
の
審
議

委
員
か
ら
は
、「『
等
価
交
換
』
と

い
う
耳
慣
れ
な
い
用
語
で
は
な
く
、

も
っ
と
ダ
イ
レ
ク
ト
な
表
現
に
な
ら

な
い
か
」
と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

⑵　
専
門
委
員
会
の
審
議

専
門
委
員
か
ら
は
、「
負
債
の
性

質
に
つ
い
て
は
特
に
明
記
せ
ず
、
利

益
を
計
上
す
る
か
ど
う
か
だ
け
を
問

う
の
で
は
、
何
を
根
拠
に
回
答
す
れ

ば
い
い
の
か
判
断
が
難
し
い
の
で

は
」
と
い
う
意
見
が
聞
か
れ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
事
務
局
は
、「
派
生
論

点
も
扱
う
と
聞
き
た
い
こ
と
が
ぼ
や

け
て
し
ま
う
た
め
、
シ
ン
プ
ル
に
負

債
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
記
載

と
し
て
い
る
」
と
し
た
。

金
費
用
は
、
原
則
と
し
て
、
当
期
税

金
費
用
の
発
生
源
泉
と
な
っ
た
取
引

に
関
し
て
そ
の
他
の
包
括
利
益
お
よ

び
株
主
資
本
と
し
て
計
上
し
た
金
額

に
、
法
定
実
効
税
率
を
乗
じ
て
計
算

す
る
。

た
だ
し
、
税
金
の
納
付
が
生
じ
て

い
な
い
場
合
に
そ
の
他
の
包
括
利
益

お
よ
び
資
本
か
ら
控
除
す
る
額
を
ゼ

ロ
と
す
る
な
ど
他
の
合
理
的
な
計
算

方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

親
委
員
会
の
審
議

１
月
26
日
開
催
の
第
４
７
２
回
親

委
員
会
で
も
審
議
が
行
わ
れ
、
委
員

か
ら
は
、
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て

特
段
異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。

つ
い
て
は
、
金
融
商
品
会
計
基
準
７

項
か
ら
９
項
の
定
め
に
従
う
の
が
原

則
で
あ
る
が
、
売
買
の
合
意
が
成
立

し
た
時
点
か
ら
契
約
上
の
権
利
が
移

転
し
た
時
点
ま
で
の
期
間
が
短
期
間

で
あ
る
場
合
に
限
り
、「
売
買
の
合
意

が
成
立
し
た
時
点
」
に
お
い
て
認
識

す
る
こ
と
と
す
る
案
が
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
こ
れ
に
関
し
て
、
結
論
の

背
景
に
お
い
て
、
図
表
の
４
つ
の
考

（図表）　ST等の売買の合意が成立した時点の考え方

・約定日が明確である場合には、当該約定日が売買の合意が成立した時点に該当
する。
・約定日が明確でない場合には、売買の合意が成立した時点については、書面、
口頭を問わず、売買について法的な強制力のある権利および義務を生じさせる
合意が実質的に当事者間で成立した時点を個々の取引の実態に応じて判断する。
・ＳＴ等に対する契約上の権利が移転した時点は、個々の売買契約ごとに根拠法
に基づき判断することが考えられるが、受渡日が明確であれば、受渡日を契約
上の権利が移転した時点として扱う。
・売買の合意が成立した時点から契約上の権利が移転した時点までの期間が短期
間かどうかは、取引慣行の確立しているわが国の上場株式における受渡しに係
る通常の期間とおおむね同期間であるかどうかに基づいて判断する。
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証
　
　
券

米
株
式
市
場
は
新
年
最
初
の
試
練
を

乗
り
越
え
た
か
？

金
　
　
融

日
銀
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
政
策
提
言
を
受
け

入
れ
る
の
か

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2022年 
１月27日

監査・保証実務委員会実務指針104
号「イメージ文書により入手する監査
証拠に関する実務指針」

JICPA

改正電子帳簿保存法による、スキャナ保存制度の要件緩和や電子取引
に係る電子情報の保存の義務化を受け、イメージ文書に係るリスクや
被監査企業が行う内部統制に関する考え方等を取りまとめたもの。な
お、本実務指針ではEDI取引等のシステム取引データは対象外である。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220127gbf.html

―

2022年 
１月28日

「連結財務諸表の用語、様式及び作成
方法に関する規則に規定する金融庁
長官が定める企業会計の基準を指定
する件」の一部改正（案）

金融庁
指定国際会計基準として、2021年12月９日公表のIFRS17号「保険契
約」の改訂を含めるもの。コメント期限は2022年2月26日。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220128.html

―

日
本
の
長
期
金
利
の
指
標
、
新

発
10
年
物
国
債
利
回
り
が
、
１
月

31
日
に
０
・
１
８
５
％
を
つ
け
た
。

２
０
１
６
年
の
日
銀
に
よ
る
イ
ー
ル

ド
カ
ー
ブ
（
Ｙ
Ｃ
）・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

政
策
を
導
入
し
て
以
来
の
高
い
水
準

だ
。
さ
ら
に
住
宅
ロ
ー
ン
の
固
定
金

利
引
上
げ
が
報
じ
ら
れ
た
。
直
前
の

１
月
28
日
に
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ

Ｆ
）
が
、「
利
回
り
目
標
を
10
年
物

か
ら
よ
り
短
い
満
期
に
シ
フ
ト
さ
せ

て
Ｙ
Ｃ
を
ス
テ
ィ
ー
プ
化
す
る
こ
と

が
１
つ
の
選
択
肢
」
と
日
銀
の
政
策

に
関
し
て
の
見
解
を
発
表
し
て
い
た
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
２
０
２
１

年
10
―
12
月
期
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長

率
が
前
期
比
年
率
で
プ
ラ
ス
６
・
９
％

に
な
り
、
２
０
２
１
年
12
月
の
個
人

消
費
支
出
（
Ｐ
Ｃ
Ｅ
）
価
格
指
数

は
前
年
同
月
比
プ
ラ
ス
５
・
８
％
と
、

１
９
８
２
年
以
来
の
高
い
伸
び
だ
。

た
だ
成
長
率
は
目
先
い
っ
た
ん
ピ
ー

ク
を
つ
け
、
そ
の
後
や
や
落
ち
込
む

見
込
み
と
さ
れ
る
が
、
パ
ウ
エ
ル
Ｆ
Ｒ

Ｂ
議
長
は
、「
３
月
の
金
融
政
策
決
定

会
合
（
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
）
で
利
上
げ
に
適

切
な
条
件
が
整
い
、
保
有
資
産
を
減

ら
す
量
的
引
き
締
め
に
つ
い
て
は
、
前

回
２
０
１
７
年
時
よ
り
も
早
く
、
よ

り
大
幅
に
実
施
す
る
」と
述
べ
て
い
る
。

Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
前
の
め
り
姿
勢
の
た
め
、

長
期
金
利
よ
り
短
期
金
利
が
先
行
し

て
上
昇
し
、
米
債
券
市
場
で
Ｙ
Ｃ
の

ベ
ア
フ
ラ
ッ
ト
ニ
ン
グ
が
生
じ
る
一

方
、
日
本
で
は
、
マ
ク
ロ
的
に
需
給

ギ
ャ
ッ
プ
が
埋
ま
ら
ぬ
ま
ま
長
期
金

利
上
昇
の
予
兆
が
み
ら
れ
る
た
め
、

Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
い
う
Ｙ
Ｃ
の
ベ
ア
ス
テ
ィ
ー

プ
ニ
ン
グ
誘
導
案
が
出
て
く
る
。

問
題
は
、
日
本
の
長
期
金
利
上
昇

の
兆
し
が
、
実
体
経
済
上
向
き
で
イ

ン
フ
レ
高
進
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
海
外
、
特
に
ア
メ
リ
カ
の
金

利
上
昇
に
連
動
し
て
起
き
て
い
る
点

だ
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
の
長
期

金
利
上
昇
の
容
認
は
、
日
本
経
済
に

は
悪
影
響
を
与
え
、
し
た
が
っ
て
現

状
の
長
期
金
利
上
振
れ
で
は
、
日
銀

が
動
く
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
、
海
外
市
場
に
連
動
す
る
形

で
も
仮
に
急
上
昇
す
る
展
開
に
な
れ

ば
、
国
家
財
政
や
金
融
機
関
に
与
え

る
影
響
を
鑑
み
て
阻
止
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
う
し
た
状
況
が
起
こ
ら
な

い
限
り
、
ま
た
、
物
価
目
標
２
％
達

成
が
見
通
せ
な
い
限
り
、
日
銀
の
政

策
変
更
の
可
能
性
は
小
さ
い
だ
ろ
う
。

１
月
の
株
式
市
場
は
世
界
的
な
株

安
で
終
わ
っ
た
。
カ
ギ
を
握
る
米
市

場
は
Ｆ
Ｒ
Ｂ
（
連
邦
準
備
制
度
理
事

会
）
の
金
融
政
策
の
ス
タ
ン
ス
が
イ
ン

フ
レ
の
予
想
以
上
の
上
昇
を
受
け
て

従
来
の
想
定
よ
り
量
的
緩
和
の
縮
小
、

金
利
引
上
げ
が
早
ま
る
の
で
は
な
い

か
、
と
懸
念
さ
れ
、
年
明
け
す
ぐ
に

株
価
の
動
揺
が
始
ま
っ
た
。

１
月
25
、
26
日
に
開
か
れ
た
Ｆ
Ｏ

Ｍ
Ｃ
（
連
邦
公
開
市
場
委
員
会
）
で

３
月
利
上
げ
が
示
唆
さ
れ
た
が
、
こ

れ
は
事
前
の
予
想
ど
お
り
で
あ
り
、

こ
の
後
株
価
は
次
第
に
底
固
め
か
ら

立
ち
直
り
の
様
相
を
み
せ
て
い
る
。

株
価
下
落
の
過
程
で
代
表
的
な
株
価

指
数
の
う
ち
、
特
に
ハ
イ
テ
ク
成
長

株
の
集
ま
り
と
さ
れ
る
ナ
ス
ダ
ッ
ク

の
下
落
が
目
立
っ
た
こ
と
か
ら
、
１

月
の
株
価
下
落
の
影
響
は
長
引
く
と

い
う
見
方
が
出
て
い
た
が
、
ナ
ス
ダ
ッ

ク
も
底
固
め
か
ら
立
ち
直
り
へ
、
同

様
の
軌
道
を
歩
み
始
め
て
い
る
。

米
株
式
市
場
は
ど
う
や
ら
新
年
最

初
の
試
練
を
乗
り
越
え
た
よ
う
に
み
え

る
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
フ
レ
状
況
の
改

善
が
み
ら
れ
な
い
限
り
、
こ
れ
か
ら
も

約
１
カ
月
半
ご
と
に
開
か
れ
る
Ｆ
Ｏ
Ｍ

Ｃ
が
近
づ
く
と
、
株
価
動
揺
の
懸
念
は

あ
る
。
し
か
し
、予
想
外
の
景
気
後
退
、

企
業
収
益
の
落
込
み
、
国
際
情
勢
の

急
変
と
い
っ
た
サ
プ
ラ
イ
ズ
が
な
け
れ

ば
、
株
価
暴
落
と
い
っ
た
事
態
は
避
け

ら
れ
る
と
の
見
方
も
あ
る
。

日
本
市
場
は
１
月
の
世
界
同
時
株

安
で
米
市
場
と
ほ
ぼ
同
レ
ベ
ル
の
下

落
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
欧
州
各
国
、

ア
ジ
ア
各
国
の
下
落
率
は
日
本
よ
り

小
幅
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
韓
国
は
独

自
の
国
内
要
因
に
よ
り
、
株
価
下
落

率
が
日
米
を
上
回
っ
た
。
日
本
は
１

月
か
ら
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
が
急
拡
大
し
、

各
地
で
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
が

適
用
さ
れ
る
一
方
で
、
欧
米
各
国
は

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
流
行
が
ピ
ー
ク
ア

ウ
ト
し
つ
つ
あ
る
だ
け
に
、
投
資
家

の
日
本
の
経
済
社
会
情
勢
へ
の
懸
念

が
株
安
に
影
響
し
た
と
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
新
年
の
日
本
株
価
の
動

き
に
比
べ
、
企
業
収
益
は
順
調
に
推

移
し
て
い
る
。
製
造
業
で
は
収
益
の

上
方
修
正
が
相
次
ぎ
、
人
流
関
連
の

サ
ー
ビ
ス
業
で
も
最
悪
期
を
脱
出
し

た
企
業
が
増
え
て
き
て
い
る
と
の
話

も
あ
る
。
今
後
、
米
株
価
が
堅
調
さ

を
取
り
戻
し
て
い
け
ば
、
日
本
株
価

も
そ
れ
へ
の
連
動
が
期
待
さ
れ
る
。


